
 

農林漁業災害対策資金融通措置要項 

 

第１ 趣旨 

   この要項は、地震、台風、大雨等の自然災害により被害を受けた農林漁業者に対し、これら

の災害からの速やかな経営再建のために必要な運転資金の融通についての事項を定めるもの

とする。 

 

第２ 定義 

   この要項において農林漁業災害対策資金（以下「本資金」という。）とは、別表１に掲げる災

害（以下「災害」という。）により資金繰りに支障を来している又は支障を来す恐れのある第３

に掲げる者が第４に掲げる融資機関から運転資金を借り入れる場合に、その金利負担を軽減す

るため、市町村が利子補給を行い、県がその経費の一部を利子補給費補助金として交付する資

金をいう。 

  

第３ 貸付対象者 

   本資金の貸付対象者は、次のいずれの要件も満たす者とする。 

（１） 災害により被害を受けていることについて市町村長の証明書の発行を受けていること。 

（２） 収入保険、農業共済等に加入しているか、未加入の場合、今後加入する旨の誓約書の提出 

が可能なこと。 

  

第４ 融資機関 

   本資金の融資機関は、農業協同組合、農林中央金庫並びに知事が指定した銀行、信用金庫及

び信用協同組合とする。なお、融資機関の指定については、知事は災害ごとに指定を希望する

融資機関から提出される農林漁業災害対策資金融資機関指定申請書（別記第１号様式）を審査

し、適当と認めたときに行うものとし、その後知事は融資機関に農林漁業災害対策資金融資機

関指定通知書（別記第２号様式）を交付する。 

 

第５ 貸付条件 

   本資金の貸付けの条件は、次のとおりとする。 

 １ 貸付対象者 

   農林漁業所得が総所得（法人にあっては、当該法人の農林漁業に係る売上高が総売上高）の 

過半を占めている、又は農林漁業粗収益が 200 万円以上（法人にあっては売上高 1,000 万円以 

上）である農林漁業者 

２ 貸付対象経費 

農林漁業経営の維持・継続に必要な経費（運転資金） 

 ３ 貸付限度額 

   １,０００万円 



 ４ 貸付利率等 

別表２に定めるものとする。 

 ５ 償還期限及び据置期間 

   償還期限１０年以内（うち据置期間３年以内）とする。 

 ６ 償還方法 

   償還方法については、各年元金均等償還とし、償還金額は千円単位とする。ただし、千円 

未満の端数を生じたときは当初償還額に加えるものとする。 

     

第６ 利子補給の期間 

   利子補給期間は貸付実行日から５年以内とする。 

 

第７ 県の利子補給費等補助金の交付 

 １ 県は、市町村が農林漁業者及び融資機関に対し本資金に係る利子補給金として、毎年１月１ 

日から１２月３１日までの期間の融資平均残高（計算期間中の毎日の最高融資残高（延滞額を 

除く。）の総和を３６５日で除した額）に、別表２に定める利子補給等率を乗じて算出した額を 

交付したときは、同表に定める補助率で算出した利子補給等補助金を予算の範囲内で、熊本県 

農業制度資金利子補給費補助金交付要項、熊本県林業制度資金利子補給費補助金交付要項及び 

熊本県漁業制度資金利子補給費補助金交付要項の定めるところにより、当該市町村に交付する 

ものとする。 

 ２ 前項の規定により県が利子補給費等補助金を市町村に交付する期間は、第６に定める利子補 

給期間と同期間とする。 

 

第８ 借入手続等 

１ 借入希望者は、次の書類を融資機関の長に提出するものとする。 

 （１）借入申込書（融資機関所定のもの） 

   （２）農林漁業災害対策資金事業計画承認申請書（別記第３号様式） 

   (３) 被害の証明書（市町村が発行したもの） 

   (４) 収入保険、農業共済等に加入していることが証明できる資料若しくは今後加入する旨の誓 

約書（別記第４号様式） 

 ２ 第４に規定する融資機関の長は、前号の書類を受理した場合において、適当と認めたときは、 

農林漁業災害対策資金利子補給承認申請書（別記第５号様式）に受理した前号の書類（（１）と 

（３）以外は原本）を添えて、市町村長に提出するものとする。 

 ３ 市町村長は、前号の書類を受理した場合において、適当と認めたときは、農林漁業災害対策 

資金補助対象事業承認申請書（別記第６号様式）に受理した前号の書類の写しを添えて知事に 

提出するものとする。 

４ 知事は、前号の書類を受理した場合において、適当と認めたときは、農林漁業災害対策資金 

補助対象事業承認通知書（別記第７号様式）を市町村長に交付するものとする。 

５ 市町村長は、前号の通知を受けたときは、農林漁業災害対策資金利子補給承認通知書（別記 



第８号様式）に知事から通知された農林漁業災害対策資金補助対象事業承認通知書（別記第７ 

号様式）の写しを添えて、融資機関の長に交付するものとする。併せて農林漁業災害対策資金 

事業計画承認通知書（別記第９号様式）を融資機関の長を経由して借入希望者に交付するもの 

とする。 

 ６ 融資機関の長は、本資金の貸付けを行ったときは、速やかに農林漁業災害対策資金貸付実 

行報告書（別記第１０号様式）を、市町村長を経由して知事に提出するものとする。 

７ 融資機関の長は、利子補給期間内に対象資金に係る特例償還等を行った場合は、速やかに 

農林漁業災害対策資金特例償還等報告書（別記第１１号様式）を市町村長を経由して知事に提 

出するものとする。 

 

第９ 資金の承認及び貸付期間 

   本資金に係る県の補助対象事業の承認期間並びに貸付実行期間は、別表１に掲げるとおりと 

する。 

 

第１０ 資金の目的外使用等 

１ 融資機関は、本資金がその目的以外に使用されること等を防止するため、適正管理に努めな 

ければならない。 

２ 借受者が借入金を目的以外の使途に使用した場合は、知事は市町村長に対して農林漁業災 

害対策資金補助対象事業承認に係る取消通知書（別記第１２号様式の１）及び農林漁業災害対 

策資金補助対象事業承認に係る一部取消通知書（別記第１２号様式の２）により補助対象事業 

承認の全部若しくは一部を取り消し、市町村長は融資機関の長に対して農林漁業災害対策資金 

利子補給承認に係る取消通知書（別記第１３号様式の１）及び農林漁業災害対策資金利子補給 

承認に係る一部取消通知書（別記第１３号様式の２）により利子補給承認の全部若しくは一部 

を取り消すものとする。 

３ １の適正管理が実施されず、融資機関の責に帰すべき理由により目的外使用が発生した場 

合は、知事は市町村長に対して既に交付した利子補給費補助金の全部若しくは一部の返還を命 

じ、市町村長は融資機関の長に対して既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命 

ずるものとする。 

 

第１１ 変更承認等 

１ やむを得ない理由により償還期限の延長や償還金額の変更を行う場合は、変更承認申請を 

事前に行う。 

 ２ 融資機関の長は、借受者から条件変更の申し出を受けた場合において、適当と認めたときは 

農林漁業災害対策資金利子補給変更承認申請書（別記第１４号様式の１）に必要書類の写しを 

添えて市町村長に提出するものとする。 

 ３ 市町村長は、前号の書類を受理した場合において、適当と認めたときは、農林漁業災害対策 

資金補助対象事業変更承認申請書（別記第１４号様式の２）に必要書類を添えて知事に提出す 

るものとする。 



４ 知事は、前号の書類を受理した場合において、適当と認めたときは、農林漁業災害対策資金 

補助対象事業変更承認通知書（別記第１４号様式の３）を市町村長に交付するものとする。 

５ 市町村長は、前号の通知を受けたときは、農林漁業災害対策資金利子補給変更承認通知書 

（別記第１４号様式の４）に知事から通知された農林漁業災害対策資金補助対象事業変更承認 

通知書（別記第１４号様式の３）の写しを添えて、融資機関の長に交付するもとする。併せて 

農林漁業災害対策資金利子助成変更承認通知書（別記第１４号様式の５）を融資機関の長を経 

由して借受者に交付するものとする。 

 

第１２ 変更承認を要しない条件変更 

１ 経営の法人化による借受者名の変更など、前項の１に該当しない条件変更の場合は、融資 

機関の長は、農林漁業災害対策資金利子補給変更報告書（別記第１５号様式の１）に確認書類 

の写しを添えて市町村長に提出するものとする。 

２ 市町村長は、前号の報告を受けたときは、農林漁業災害対策資金補助対象事業変更報告書

（別記第１５号様式の２）に融資機関から報告された農林漁業災害対策資金利子補給変更報

告書（別記第１５号様式の１）及び確認書類の写しを添えて、知事に報告するものとする。 

 

第１３ 証拠書類の保管期間 

  証拠書類の保管期間は利子補給完了後５年間とする。 

 

 附 則 

  この要項は令和７年１０月７日から施行する。 

 附 則 

  この要項は令和８年３月１９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１

農林漁業災害対策資金の対象となる災害、区分、承認期間及び貸付実行期間

区分 承認期間 貸付実行期間

令和７年８月大雨被害分 令和８年１２月３１日まで 令和９年３月３１日まで

別表２
　

農林漁業災害対策資金の貸付利率等

利子補給前
貸付利率

（Ａ） うち県補助率

農業近代化資金（農業近代
化資金融通法(昭和３６年法
律第２０２号)第2条第3項に
規定する農業近代化資金）
の基準金利と同じ利率

（Ｂ）欄の率の７／１０の率 （Ｂ）欄の率の１／２以内 （Ｂ）欄の率の３／１０の率
（Ａ）欄の利率と同じ率
ただし、4％を上限とする

融資機関
利子補給率

利子補給等率

対象となる災害

令和７年８月６日からの大雨による災害

市町村利子補給等率

（Ｂ）


